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ラ
ブ
ロ
フ
・
ロ
シ
ア
外
相
に
よ
る
北
方
領
土
訪
問
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
六
第
三
一
六
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

過
去
に
北
方
領
土
を
訪
問
し
た
全
て
の
日
本
の
閣
僚
（
副
大
臣
、
か
つ
て
の
政
務
次
官
を
含
む
）
及
び
政
府
高
官
の
官
職

氏
名
並
び
に
そ
の
訪
問
時
期
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

二
〇
〇
七
年
六
月
三
日
の
ラ
ブ
ロ
フ
・
ロ
シ
ア
外
相
に
よ
る
北
方
領
土
訪
問
（
以
下
、
「
ラ
ブ
ロ
フ
訪
問
」
と
い
う
。
）

に
対
し
て
、
外
務
省
は
ど
の
よ
う
な
対
応
を
と
っ
た
か
。

三

二
〇
〇
七
年
六
月
十
二
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
六
第
三
一
二
号
）
に
よ
る
と
、
政
府
は

「
北
方
四
島
は
、
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
が
、
ロ
シ
ア
連
邦
が
法
的
根
拠
な
く
し
て
占
拠
し
て
お
り
」
と
答
弁
し
て
い

る
。
北
方
四
島
が
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
以
上
、
「
ラ
ブ
ロ
フ
訪
問
」
は
主
権
侵
害
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
政
府
に
対
し
て

厳
重
に
抗
議
す
べ
き
で
あ
る
と
思
料
す
る
が
、
「
ラ
ブ
ロ
フ
訪
問
」
に
つ
い
て
、
外
務
省
は
ロ
シ
ア
政
府
に
対
し
て
抗
議
を

行
っ
た
か
。
行
っ
て
い
な
い
の
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

当
時
の
森
喜
朗
内
閣
総
理
大
臣
と
プ
ー
チ
ン
・
ロ
シ
ア
連
邦
大
統
領
と
の
間
で
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
声
明
が
交
わ
さ
れ
た
二
〇

〇
一
年
か
ら
本
年
ま
で
の
六
年
間
、
日
ロ
関
係
及
び
北
方
領
土
問
題
は
ど
の
よ
う
に
推
移
し
て
き
た
と
外
務
省
は
認
識
し
て

一



い
る
か
。
日
ロ
関
係
は
発
展
し
、
北
方
領
土
問
題
も
解
決
に
向
け
て
前
進
し
た
と
外
務
省
は
認
識
し
て
い
る
か
。
具
体
的
か

つ
明
確
に
外
務
省
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

二
〇
〇
七
年
六
月
十
二
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
六
第
三
一
六
号
）
に
よ
る
と
、
「
我
が
国

と
ロ
シ
ア
連
邦
は
、
従
来
か
ら
、
北
方
領
土
問
題
に
関
し
、
両
国
が
共
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
解
決
策
を
見
い
だ
す
た
め
の
努

力
を
行
う
こ
と
で
一
致
し
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
北
方
四
島
の
帰
属
の
問
題
を
解
決
し

て
、
ロ
シ
ア
連
邦
と
の
間
で
平
和
条
約
を
締
結
す
る
考
え
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
四
の
認
識
を
踏
ま

え
た
上
で
、
具
体
的
に
今
後
ど
の
よ
う
な
方
策
を
持
っ
て
ロ
シ
ア
と
の
交
渉
に
臨
む
の
か
。
外
務
省
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


